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船舶事故調査報告書 

 

                            令和２年３月４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月２０日 １４時４７分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港千葉第４区 

 千葉港姉崎
あねがざき

航路第２号灯標から真方位０９９°１８０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３０.９′ 東経１４０°００.２′） 

事故の概要 油タンカー兼液体化学薬品ばら積船双信
そうしん

丸は、北西進中、液体化学

薬品ばら積船兼油タンカー陽
よう

裕
ゆう

丸は、西進中、両船が衝突した。 

双信丸は、右舷船尾部外板の凹損等を生じ、また、陽裕丸は、左舷

救命艇甲板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年３月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー兼液体化学薬品ばら積船 双信丸、３,５９５トン  

 １４２１２８、旭タンカー株式会社、邦洋海運株式会社、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（船舶所有者）、株

式会社デュカム（船舶借入人、Ａ社） 

１０４.９５ｍ×１６.００ｍ×８.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３,２５０kＷ、平成２５年１２月 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー 陽裕丸、４９９トン 

 １４１６０３、旭陽タンカー株式会社、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構（船舶所有者）、隆政汽船有限会社

（船舶借入人、Ｂ社） 

６４.５０ｍ×１０.００ｍ×４.４３ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２３年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１１年３月２日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年９月２０日 

免状有効期間満了日 令和６年３月１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２５年３月１８日 
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     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年２月２０日 

免状有効期間満了日 令和５年３月１７日 

 航海士Ｂ 男性 ６８歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５８年１１月２１日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１月２４日 

免状有効期間満了日 令和５年３月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損及び擦過傷、右舷船尾部フェアリーダー座

台に擦過傷 

Ｂ 左舷救命艇甲板に凹損、ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、軽油約４,５００kℓ を積載

し、山口県周南
しゅうなん

市徳山下松港に向けて平成３１年２月２０日１４時

３０分ごろ千葉県市原市の私設原油桟橋（以下「私設原油桟橋」とい

う。）を離桟した。 

船長Ａは、甲板手を操舵スタンドに付かせて出港操船に当たり、１

４時３５分ごろ船尾配置から昇橋した航海士（以下「航海士Ａ」とい

う。）を見張りに当たらせた。 

Ａ船は、船長Ａが１４時３８分ごろ主機を港内全速力前進約１１ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）に徐々に増速させるよう

機関長に指示し、手動操舵により約５kn の速力から増速しながら北西

進した。 

船長Ａ及び航海士Ａは、１４時３９分ごろ、右舷船首方にＢ船を視

認し、１.５海里（Ｍ）及び３Ｍのレンジとしたレーダー２台の自動

衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）でＢ船を捕捉した。 

Ａ船は、１４時４３分ごろ姉崎航路に入航し、約１０kn で同航路内

を北西進中、船長Ａが、目視及びレーダーで姉崎航路北東方沖を西進

するＢ船の動静を監視し、Ａ船が航路航行船であるので、Ｂ船がＡ船

の進路を避けてくれると思い、針路を保持して増速しながら航路に沿

って航行を続けた。 

船長Ａは、１４時４４分ごろＢ船が右舷船首方約０.４Ｍになり、

衝突の危険を感じたので、注意喚起の目的で汽笛を鳴らし、Ｂ船が針

路を左方に変えてＡ船の船尾方に避航することを予想し、そのまま増

速を続けて航行した。 

Ａ船は、約１１kn で北西進中、船長Ａが、右舷方間近となったＢ船

を見て左舵一杯を取ったものの、１４時４７分ごろＡ船の右舷船尾部

とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、乗組員に損傷状況を確認させ、船舶所有会社及
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び海上保安庁に本事故の発生を連絡した後、姉崎航路西方沖で漂泊し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか４人が乗り組み、化学薬品約９９

０ｔを積載し、山口県岩国市岩国港に向けて２０日１４時３０分ごろ

市原市の私設岸壁（以下「私設岸壁」という。）を離岸した。 

船長Ｂは、操舵室中央の操舵スタンドの前に立って手動操舵により

単独で操船に当たり、１４時３８分ごろ、私設岸壁北西端の防波堤を

通過した辺りで主機を全速力前進として約１１kn の速力に増速させ、

約１０knの速力で北西進した。 

船長Ｂは、１４時３９分ごろ、ふだんの東京湾出湾時の予定針路で

ある東京湾東水路北東端の東京湾東水路中央第３号灯標に向けて左転

し、姉崎航路を横切る約２６１°（真方位、以下同じ。）の針路とし

た後、トイレに行きたくなったので、出港配置を終えて昇橋した航海

士Ｂに対し、降橋して用を足す間、自らに代わって操船を依頼するこ

ととし、原針路で航行するよう指示して降橋した。 

 航海士Ｂは、単独で手動操舵で操船に当たり、１４時４０分ごろ、

右舷船首方に東進する第三船（以下「反航船」という。）及び左舷船

首方に北西進するＡ船を視認し、３Ｍレンジで表示したレーダーで距

離がそれぞれ約２Ｍ及び約１Ｍであることを認めた。 

 航海士Ｂは、１４時４１分ごろ、船長から指示を受けた原針路で反

航船を右舷側に通過させることとし、ＡＲＰＡ機能で捕捉したＡ船が

約９kn の速力であり、Ａ船と近くなるものの、Ｂ船の方がＡ船よりも

速力が速く、反航船の船尾に向けて一旦右舵を取って反航船に近づく

針路としたのちに現針路に戻せばＡ船の前路を通過できると思い、約

２６１°の針路のまま航行を続けた。 

 航海士Ｂは、目視で反航船の動静を確かめたのち、１４時４５分ご

ろ、Ａ船が約１１kn の速力に増速し、間近に迫っていることを知った

ので、Ａ船の前路を通過するのは諦めてＡ船との衝突を避けようと半

速力前進として右舵７°を取り、右転を開始した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、１４時４６分ごろ左方から接近するＡ船と衝

突する危険を感じ、右舵１０°として右転を続けたが、１４時４７分

ごろＡ船と衝突した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが舵を中央に戻したのち、船長Ｂが、衝撃に気付

いて昇橋し、航海士Ｂから報告を受けてＡ船と衝突したことを知り、

主機を中立運転とし、Ｂ船の損傷状況を確認した後、船舶所有会社及

び海上保安庁に本事故の発生を通報し、１５時１５分ごろ姉崎航路外

で錨泊した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 航行経路図、付図３ 航行

経路図（拡大）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、



- 4 - 

写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 千葉港は港則法適用港であり、同法には次のとおり定められてい

る。 

第１４条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようと

する船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならな

い。 

船長Ａは、平成１６年１２月にＡ社に入社し、他社を含めて１９年

間船長職をとっており、姉崎航路の通航経験が幾度もあり、航路外か

ら航路を横切る船舶が航路航行船の進路を避けなければならないこと

を認識しており、今まで同航路を航行中は他船がいつも避けてくれて

いたので、Ｂ船がＡ船を避航すると思っていた。 

船長Ａは、Ａ船が千葉港を出入港する場合、姉崎航路を航行する義

務があり、傭船者からも必ず航路を通航するよう指示があったので、

航路を航行することを遵守していたが、本事故当時、航路を出て避航

するか又は減速すれば衝突しなかったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、姉崎航路北西方沖には、千葉港千種第１号灯標（以下、灯

標及び灯浮標については「千葉港千種」を省略する。）、第２号灯標、

第３号灯浮標及び第４号灯浮標で示される通航路（以下「本件航路」

という。）が設けられていたが、本件航路を通航せずに最短で東京湾

東水路に向かう予定針路で航行していた。 

船長Ｂは、本事故当時、姉崎航路を横切る針路ではなく、本件航路

を通航し、東京湾東水路北東方沖を経由して同水路に向かう針路とす

るべきであったと本事故後に思った。 

航海士Ｂは、Ａ船が増速していることが分からなかったので、反航

船に意識を向けていてＡ船が間近に迫っていることに気付くのが遅

れ、減速する判断が遅かったと本事故後に思った。 

Ａ船及びＢ船は、互いにＶＨＦ無線電話を使用して交信を行わなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、姉崎航路を北西進中、船長Ａが、姉崎航路北東方沖を西進

するＢ船を認めた際、Ｂ船が航路を航行するＡ船の進路を避けてくれ

ると思い、同じ針路で増速を続けたことから、衝突を避ける動作をと

る時機が遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ａ船が航路航行船であり、今まで姉崎航路を航行中は他

船がいつも避けてくれていたことから、Ｂ船が航路を航行するＡ船の

進路を避けてくれると思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、姉崎航路北東方沖を西進中、船長Ｂが、姉崎航路を北西進
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するＡ船を認めた際、Ｂ船の方がＡ船よりも速力が速くＡ船の前路を

通過できると思い、反航船に意識を向けて針路を保持して増速を続け

たことから、Ａ船が間近に迫っていることに気付くのが遅れ、減速を

開始して右舵を取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が姉崎航路を北西進中、Ｂ船が姉崎航路北東方沖を

西進中、船長Ａが、Ｂ船が航路を航行するＡ船の進路を避けてくれる

と思い、同じ針路で増速を続け、また、船長Ｂが、Ｂ船の方がＡ船よ

りも速力が速くＡ船の前路を通過できると思い、反航船に意識を向け

て針路を保持して増速を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、船長Ａ及びＡ船の乗組員に対し、次の改善措置

を採るよう指導を行った。 

・港則法で優先される航路内を航行中であっても航路を横切るよう

な行動をとる他船への注意を怠らず、危機的状況になる前に減速

操作やＶＨＦ無線電話による呼び出し、汽笛を有効に活用し、自

ら衝突回避行動をとること。 

Ｂ社は、本事故後、次の改善措置を採った。 

・船長が突発的に降橋する場合を想定したマニュアルを作成し、管

理手順書を改訂し、Ｂ船乗組員全員に対し、同手順書による当直

体制等の教育を実施した。 

船長Ｂは、本事故後、次の改善措置を採った。 

・千葉第４区（私設岸壁）から東京湾出湾時は、本件航路を通航

し、東京湾東水路北東方沖を経由する航行予定針路とした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、自船が航路内を航行する場合であっても、航路外から接

近する他船が自船を必ず避航してくれると思わず、積極的にＶＨ

Ｆの交信を行い、相手船の意図を確認し、余裕のある時期に衝突

を避けるための措置をとること。 

・船長は、海上保安庁が推奨する東京湾出湾時の交通ルールに従

い、航路航行船が輻輳する航路出入り口付近を通航する針路を避

けること。 

・当直航海士は、接近する他船をレーダーで認めた場合、ＡＲＰＡ

で同船の動静を継続的に監視して同船の速力が増速中であるかど

うかを確認し、衝突のおそれを判断すること。 

・当直航海士は、航路に入ろうとする場合、航路航行船を優先し、

余裕を持って早めに衝突を避けるための措置をとること。 

・船長は、用便を済ませて出港前に体調を整えておくこと。 



 

付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 航行経路図 
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付図３ 航行経路図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

14:33:02 35-29-47.4 140-01-27.4 343.8 302 0.9 

14:35:02 35-29-49.4 140-01-25.9 303.2 295 1.2 

14:36:02 35-29-50.1 140-01-24.2 299.5 308 1.9 

14:37:02 35-29-51.7 140-01-21.6 305.7 314 3.3 

14:38:02 35-29-54.7 140-01-17.8 318.3 317 5.0 

14:39:02 35-29-59.0 140-01-12.8 313.9 314 6.6 

14:40:02 35-30-04.2 140-01-06.2 314.1 316 7.9 

14:41:00 35-30-10.2 140-00-59.0 314.9 314 8.8 

14:42:00 35-30-16.8 140-00-51.0 320.4 322 9.6 

14:43:00 35-30-24.4 140-00-43.3 318.1 318 10.1 

14:44:00 35-30-32.5 140-00-35.1 323.6 325 10.6 

14:45:00 35-30-41.1 140-00-27.2 321.7 322 10.9 

14:46:00 35-30-50.0 140-00-18.8 323.3 324 11.4 

14:46:30 35-30-54.5 140-00-14.9 323.3 287 10.5 

14:46:40 35-30-55.4 140-00-13.4 308.2 266 9.3 

14:46:50 35-30-55.7 140-00-11.8 285.1 255 8.0 

14:47:02 35-30-55.4 140-00-10.2 259.7 258 7.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

14:31:03 35-30-30.9 140-02-28.6 000.4 010 1.4 

14:32:03 35-30-32.5 140-02-29.1 018.7 021 2.4 

14:33:03 35-30-35.4 140-02-30.4 023.7 014 3.5 

14:34:01 35-30-38.9 140-02-30.7 328.4 314 4.0 

14:35:03 35-30-42.1 140-02-25.9 304.8 305 5.6 

14:36:03 35-30-45.7 140-02-19.7 305.8 306 6.8 

14:37:03 35-30-50.2 140-02-12.1 305.7 305 8.6 

14:38:03 35-30-55.6 140-02-03.0 306.2 306 9.7 

14:39:04 35-31-00.6 140-01-52.9 276.7 267 9.3 

14:40:04 35-30-59.6 140-01-41.2 261.7 261 10.2 

14:41:04 35-30-58.3 140-01-28.3 262.5 261 10.9 

14:42:04 35-30-56.9 140-01-14.9 261.2 260 11.1 

14:43:04 35-30-55.1 140-01-01.5 260.1 258 11.2 

14:44:04 35-30-53.3 140-00-47.9 262.2 261 11.2 

14:45:04 35-30-52.4 140-00-34.2 268.0 268 11.3 

14:45:45 35-30-52.7 140-00-24.8 276.8 278 11.3 

14:46:17 35-30-53.8 140-00-17.8 290.3 301 10.4 

14:46:34 35-30-55.4 140-00-14.6 313.2 315 9.7 

14:46:48 35-30-56.9 140-00-12.8 320.9 317 9.6 

14:47:01 35-30-58.5 140-00-11.0 312.6 309 9.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真

方位である。 
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 写真１ Ａ船     写真２ Ａ船の損傷状況 

  
 

 

 写真３ Ｂ船     写真４ Ｂ船の損傷状況 

  
 

 

損傷箇所 

損傷箇所 


